
佐

藤

誼

子

天
台
外
典
利
用
を
め
ぐ
る
考
察

ー
天
台
注
樟
書
に
引
用
さ
れ
た

『
博
物
志
』

の
あ
る
一
候
よ
り

は
じ
め
に

悌
典
の
注
穣
書
に
は
、
引
用
さ
れ
た
外
典
が
多
く
存
す
る
。
そ
の
中
に
、

つ
と
に
原
本
の
散
侠
し
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
寅
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
侠
文
の
蒐
集
作
業
は
、
中
闘
で
は
主
と
し
て
明
末
か
ら
虞
く
行
わ
れ
、
ま
た
日
本
に
お
い
て
も
、
本
邦
残
存
資
料
を
用
い
た
そ
の
業
績
は
、
例
え
ば
京
都
大
挙
人
文

科
撃
研
究
所
編
『
本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
供
資
料
集
成
』
(
一
九
六
八
)
等
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
蒐
集
作
業
を
行
う
遁
程
で
、
ま
た
侠
文
で
は
な
く
と
も
併
典
中
に
見
え
る
引
用
外
典
を
調
べ
て
い
く
過
程
で
、
必
ず
生
じ
る
疑
問
は
、
そ
の
引
用
文
が
悌
典

中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
貼
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
拙
稿
は
、
そ
の
な
か
で
も
『
惰
童
田
』
経
籍
志
の
子
部
雑
家
に

「
十
巻
、
張
華
撰
」
と
録
さ
れ
る
『
博
物
志
』
の
引
用
保
に
焦
黙
を
あ
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
扱
う
悌
典
を
天
台
の
主
要
文
献
と
し
た
の
は
、
内
外
粂
修
を
旨
と
し
、
虞

く
外
典
に
も
、
遁
ぜ
ょ
と
し
た
天
台
の
息
子
問
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
、
そ
の
文
献
中
に
は
多
く
の
外
典
引
用
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

論
者
の
主
眼
は
次
の
二
鮎
に
あ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
天
台
注
緯
書
の
中
に
引
用
さ
れ
た
『
博
物
志
』

の
あ
る
一
係
、
そ
れ
は
中
薗
古
来
の
事
物
の
創
始
者
を
説
い
た
も
の

だ
が
、
そ
の
一
僚
に
つ
い
て
の
日
本
の
波
糎
者
の
論
詮
l
|彼
ら
が
賓
際
に
は
目
賭
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
『
博
物
士
山
』
の
紋
損
部
の
存
在
を
推
測
し
た
こ
と
ー
ー
が
、
確

か
に
『
博
物
士
山
』
の
侠
文
に
符
合
す
る
と
い
う
事
寅
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
一
僚
が
本
来
あ
っ
た
は
ず
の
姿
か
ら
、
併
教
優
位
の
債
値
観
に
組
み

込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
一
万
す
こ
と
に
あ
る
。

九



九
四

て
天
台
三
大
部
と
注
緯
書
に
つ
い
て

ま
ず
は
、
天
台
の
主
要
経
典
と
主
な
注
穆
書
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

一
ー
一
・
注
の
態
度
、
外
典
引
用
の
仕
方

左
の
圃
は
、
法
華
経
を
根
本
経
典
と
す
る
天
台
宗
の
、
三
大
部
と
呼
ば
れ
る
書
物
と
そ
の
注
緯
書
群
を
、
本
稿
で
用
い
る
も
の
を
取
り
あ
げ
て
、
分
か
り
ゃ
す
く
園
式
化

玄
義
』
(
略
稀
『
法
華
玄
義
』
)

し
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
三
大
部
と
は
、
天
台
大
師
智
顎
口
述
、
弟
子
の
瀧
頂
筆
録
に
な
る
『
摩
詞
止
観
』
、
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
(
略
稽
『
法
華
文
句
』
)
、
『
妙
法
蓮
華
経

た
ん
ね
ん
〈
1〕

の
三
書
を
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
唐
代
お
よ
そ
玄
宗
1
徳
宗
期
の
人
物
で
あ
る
、
天
台
第
六
組
妙
楽
大
師
湛
然
の
手
に
な
る
注
調
霊
園
が
存
在
す

る
。
ま
た
宋
代
に
は
、
特
有
巌
ら
が
注
を
加
え
た
。
そ
し
て
我
が
圏
に
お
い
て
は
、
湛
然
の
注
穣
書
に
引
用
さ
れ
る
外
典
を
ま
と
め
た
外
典
紗
が
編
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

*
三
大
部
の
注
緯
概
観
*

法
華
経
(
鳩
摩
緯
什
)

寅

践

解

説

題
目
の
解
説

摩
詞
止
観
(
智
額
述
/
濯
頂
筆
録
)

止
観
輔
行
停
弘
決
(
湛
然
)

止
観
輔
行
惇
弘
決
助
費
(
有
巌
)

弘
決
外
典
紗
(
具
卒
親
王
)

法
華
文
句
(
智
額
/
濯
頂
)

法
華
文
句
記
(
湛
然
)

法
華
文
句
記
筆
難
(
有
巌
)

文
句
外
典
要
勘
紗
(
撰
者
未
詳
)

法
華
玄
義
(
智
顕
/
港
頂
)

法
華
玄
義
緯
畿
(
湛
然
)

法
華
玄
銭
備
検
(
有
巌
)

法
華
玄
義
外
勘
紗
(
撰
者
未
詳
)



極

ぐ
?
っ
げ
て
ん
し
よ
う

右
固
に
み
え
る
『
弘
決
外
典
紗
』
と
い
う
書
物
は
、
江
戸
賓
永
六
年
(
一
七

O
九
)

の
多
武
峰
寿
命
数
院
の
沙
門
光
州
宋
が
記
し
た
刊
本
序
に
述
べ
ら
れ
る
が
如
く
、
卒
安

中
期
、
天
暦
の
治
を
行
っ
た
村
上
天
皇
の
第
七
皇
子
で
あ
る
具
卒
親
王
(
康
保
元
1
寛
弘
六

九
六
四

i
一
O
O九
)
が
撰
し
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
製
作
の
動
機
と
内
容

と
は
、
具
卒
親
王
の
正
暦
二
年
(
九
九
二

一
一
月
廿
九
日
付
け
の
自
序
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

去
年

あ
る
天
台
僧
が
尋
ね
き
て
語
る
に
は

「
天
台
の
法
文
に
は
外
典
の
引
用
が
多
い
で
す
が

な
か
で
も

(
唐
湛
然
の

し
か
ん

3
ぎ

よ

う

で

ん

ぐ

け

っ

す

白

V

『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
十
巻
は
、
外
典
の

引
用
が
繁
演
で
す
ロ
末
凪
干
の
者
は
必
ず
し
も
内
典
と
外
典
と
を
す
べ
て
品
兼
ね
修
め
る
こ
と
は
し
ま
い
し
、
ま
し
て
轄
潟
を
繰
り
返
す
う
ち
に
誤
脱
も
増
え
、
讃
ん
で
い

る
笛
所
の
意
味
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
を
(
内
外
の
書
物
と
)
校
勘
し
、
疑
滞
の
部
分
を
決
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
。

私
は
不
才
ゆ
え
に
再
三
貼
附
し
た
け
れ
ど
も
、
度
々
の
請
願
を
黙
っ
て
捨
て
置
く
こ
と
も
で
き
ず
、
今
こ
こ
に
外
典
の
文
を
寄
せ
集
め
て
、
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』

を
引
い
て
こ
れ
に
注
す
る
形
と
し
た
。
疑
い
の
晴
れ
な
い
も
の
は
論
じ
な
い
こ
と
と
し
、
撰
し
て
四
巻
、
『
弘
決
外
典
紗
』
と
名
づ
け
た
。
(
後
略
)

の
本
文

具
卒
親
王
に
こ
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た
、
港
然
の
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
の
注
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
に
賓
例
を
示
そ
う
。

『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
巻
四
の
四

ゆ

お

こ

た

お

こ

た

も

と

「
窺
堕
」
等
は
、
飯
、
余
乳
の
切
。
郭
註
『
爾
雅
』
に
云
く
、
「
勢
苦
し
て
堕
る
こ
と
多
き
を
織
と
日
ふ
。
亦
た
侮
る
な
り
」
と
。
如
し
人
惚
れ
ば
、
故
よ
り
自
ら
駒

う
り
ひ
さ
ご

む
能
は
ざ
る
と
と
、
瓜
孤
の
穴
に
在
る
が
如
し
。
故
に
字
穴
の
下
に
爾
瓜
あ
る
に
従
ふ
。
叉
た
(
『
爾
雅
』
緯
詰
に
)
云
く
、
「
瀬
の
恨
に
在
る
を
織
と
日
ふ
」

と
。
『
博
物
誌
一
』
に
云
く
、
「
皇
甫
論
、
青
牛
の
土
に
問
ふ
に
、
養
生
法
を
説
き
て
云
へ
ら
く
、
『
人
常
に
努
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
食
常
に
少
な
き
を
欲
す
。
第

大
正
蔵
巻
四
六

二
七
四
b

を
過
ぐ
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
少
し
も
虚
に
至
ら
ず
。
肥
賦
を
去
り
、
蹴
酸
を
節
せ
よ
』
」
と
。
俗
な
る
養
生
法
す
ら
倫
ほ
白
ら
を
し
て
第
せ
し
む
。
出
一
旦
に
遁
に
志
す

者
、
過
食
し
悌
怠
せ
ん
や
。
唯
だ
に
利
を
失
ふ
の
み
に
非
ず
、
亦
た
乃
ち
病
を
増
し
生
を
損
ふ
屯

こ
れ
は
『
摩
詞
止
観
』
巻
四
第
四
節
に
引
用
さ
れ
る
『
尼
提
経
』
の
「
旗
惰
」
と
い
う
二
字
に
封
す
る
湛
然
の
注
で
あ
る
。
「
寂
」
の
字
に
、
『
爾
雅
』
得
詰
の
郭
注
を
引

ママ

い
て
、
文
字
の
成
り
立
ち
も
述
べ
る
。
さ
ら
に
『
尼
縫
経
』
の
文
の
意
味
を
補
足
敷
術
す
る
形
で
『
博
物
誌
』
を
引
用
し
、
世
俗
の
養
生
法
で
す
ら
こ
の
よ
う
に
掻
生
を
旨

と
す
る
の
だ
と
述
べ
て
、
最
後
に
、
悌
道
を
志
す
者
の
怠
惰
や
暴
食
を
張
く
戒
め
る
自
ら
の
一
一
一
口
葉
を
記
す
の
で
あ
る
。

九
五



九
六

湛
然
の
注
は
こ
の
よ
う
に
、

一
つ
の
皐
語
や
文
に
、
内
外
の
書
物
か
ら
懇
切
丁
寧
な
説
明
を
施
す
の
を
例
と
す
る
。
天
台
の
注
穫
量
回
は
、
湛
然
の
三
書
か
ら
時
代
の
降
つ

た
宋
代
の
も
の
、
あ
る
い
は
我
が
園
に
お
い
て
記
さ
れ
た
外
典
紗
な
ど
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
に
、
引
用
の
多
い
、
非
常
に
詳
細
な
注
務
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の

綴
密
な
撃
聞
の
あ
り
方
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

ゅ
う
が
ん

さ
ら
に
、
湛
然
よ
り
後
の
時
代
の
重
要
な
書
と
し
て
、
宋
の
緯
有
巌
の
手
に
な
る
三
書
(
上
掲
)
が
あ
り
、
お
な
じ
く
宋
の
緯
従
義
に
は
『
三
大
部
補
注
』
と
い
う
書
が

あ
る

(
間
績
戴
二
八
、

二
九
、
五
五
巻
に
所
牧
)
。
こ
れ
ら
宋
代
の
注
は
は
い
ず
れ
も
湛
然
の
注
を
補
足
し
、
語
義
や
教
義
を
よ
り
詳
し
く
説
明
す
べ
く
編
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
序
や
本
文
に
見
え
る
遁
り
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
園
に
お
い
て
は
、
天
台
三
大
部
や
そ
の
注
に
見
ら
れ
る
外
典
を
抜
き
出
し
て
、
そ
の
典
擦
を
求
め
た
外
典
紗
と
い
う
書
物
が
存
在
す
る

(
上
掲
)
。
こ
れ
ら
は

完
全
な
形
で
は
俸
わ
ら
な
い
も
の
の
、
刊
本
や
鶏
本
の
形
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近
年
(
卒
成
元
年
)
活
字
化
さ
れ
て
、
天
台
宗
典
編
纂
所
刊
行
の
『
績
天
台
宗
全
童
同
』
に
牧

つ
と
に
徳
富
蘇
峰
に
よ
っ
て
影
印
本
の
存
在
が
康
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
外
の
『
文
句
外
典
要

め
ら
れ
た
。
そ
の
内
の
具
卒
親
王
『
弘
決
外
典
紗
』
だ
け
は
、

勘
紗
』
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』

の
二
書
も
ま
た
、
撰
者
不
明
で
あ
る
と
は
い
え
、
多
く
の
外
典
を
引
用
し
て
い
て
、
史
料
債
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な

ぃ
。
今
問
主
と
し
て
使
用
し
た
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』
は
、
『
績
天
台
宗
全
書
』

の
解
題
に
よ
れ
ば
、
元
の
熊
忠
『
古
今
韻
舎
奉
要
』
が
引
用
書
物
の
最
下
限
年
代
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
撰
者
を
「
漢
籍
に
通
じ
た
日
本
天
台
の
借
」
、
「
お
よ
そ
玄
葱

(
?
1
一
三
五

O
)
あ
た
り
か
と
検
討
し
た
」
と
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
鎌
倉

一
|
二
・
引
用
外
典
の
種
類

後
期
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

上
越
の
ご
と
く
、
天
台
の
注
緯
書
に
は
多
数
の
外
典
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
具
糟
的
に
ど
の
よ
う
な
外
典
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
卒
親
王
『
弘
決
外
典

紗
』
に
は
、
外
典
は
全
部
で
六

O
八
僚
が
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の
自
序
に
「
其
未
決
者
而
不
論
」
と
断
り
書
き
が
あ
る
通
り
、
湛
然
の
引
用
し
た
外
典
の
す
べ
て

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
具
卒
親
王
の
知
り
得
た
範
囲
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
表
は
『
弘
決
外
典
紗
』
所
引
外
典
の
出
現
数
を
示
し
て
い
る
A

勺



※
精
志
の
四
部
分
類
に
倣
う
。
稗
氏
(
新
唐
志
。
楕
志
に
は
悌
教
関
係
書
の
分
類
は
無
い
}
に
相
賞
す
る
書
は
十
僚
あ
る
。

※
「
曹
憲
云
」
な
ど
笛
該
書
が
確
定
で
き
な
い
書
は
含
め
な
い
。

詩 j書;易

」
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春
秋

『
止
観
輔
行
惇
弘
決
』
に
見
え
る
外
典
の
す
べ
て
を
指
摘
す
る
に
は
、
膨
大
な
時
開
と
作
業
量
を
要
す
る
た
め
、

た
。
『
弘
決
外
典
紗
』
と
い
う
書
は
、
止
観
の
寅
践
修
養
を
説
い
た
『
摩
詞
止
観
』

い
ま
便
宜
的
に
『
弘
決
外
典
紗
』
に
よ
っ
て
表
を
作
成
し

の
註
緯
書
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
に
見
え
る
外
典
を
抜
き
出
し
て
、
注
を
加
え
た
童
日
で
あ

る
た
め
、
養
生
法
な
ど
の
醤
方
に
閲
す
る
書
物
の
引
用
が
格
段
に
多
く
、
こ
れ
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
侠
書
も
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
は
楊
守
敬
『
日
本
訪
書

九
七



九
八

士
山
』
や
尾
崎
康
氏
が
着
目
し
て
お
り
、
す
で
に
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
醤
方
書
を
除
い
て
み
て
も
、
比
較
的
経
書
の
引
用
も
多
く
、
史
書
や
諸
子
の
引
用
も

多
々
見
ら
れ
る
鮎
か
ら
は
、
湛
然
が
満
遍
無
く
外
典
に
通
じ
て
い
た
事
賓
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

具
卒
親
王
が
こ
れ
だ
け
の
量
の
外
典
を
引
用
し
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
注
緯
者
で
あ
る
湛
然
と
い
う
人
物
が
儒
者
の
家
系
に
育
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
彼
の
俸
の
初
出
は
『
宋
高
僧
停
』

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

緯
湛
然
、
俗
姓
は
戚
氏
で
あ
る
。
代
々
督
陵
の
荊
渓
に
居
住
し
て
い
た
。
今
の
常
州
(
現
江
蘇
省
常
州
市
)

の
人
で
あ
る
。
:
:
:
家
は
儒
墨
の
教
え
に
根
ざ
し
て
い

た
が
、
彼
ひ
と
り
は
超
俗
の
志
が
あ
り
、
あ
げ
ま
き
の
幼
少
時
よ
り
一
般
の
子
供
と
は
は
る
か
に
異
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
そ
の
鏡
舌
な
註
緯
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

文
字
に
即
し
て
員
理
を
悟
り
、
諮
ら
れ
た
こ
と
、
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
両
方
を
導
き
出
し
て
源
へ
と
}
返
し
た
。
そ
の
祖
述
し
惇
え
た
章
句
は
、
お
よ
そ
十
数
寓

言
に
及
ん
だ
。

唐
代
天
台
中
興
の
組
と
い
わ
れ
、
三
大
部
の
最
も
正
統
た
る
注
粍
書
を
著
し
た
人
物
が
、
多
く
の
外
典
を
用
い
て
鏡
舌
に
敷
街
し
説
明
し
た
こ
と
は
、
以
降
の
天
台
修
道

者
、
少
な
く
と
も
湛
然
の
注
を
正
し
く
把
握
せ
ん
と
し
た
者
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
決
定
的
な
作
用
を
奥
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
の
従
義
『
三
大
部
補
注
』
や
有
巌
の
三

書
は
、

い
ず
れ
も
湛
然
が
説
明
し
な
か
っ
た
部
分
を
、
さ
ら
に
新
た
に
多
く
の
内
外
の
典
籍
を
引
用
し
て
、
あ
る
い
は
補
足
し
、
あ
る
い
は
湛
然
注
の
誤
り
を
指
摘
し
て
お

り
、
そ
の
注
し
方
や
説
明
の
姿
勢
は
、
湛
然
の
そ
れ
と
似
通
う
。

二
・
引
用
外
典
『
博
物
志
』

の
侠
文
に
つ
い
て

『
博
物
志
』
と
い
う
書
物
は
、
『
惰
書
』
経
籍
志
で
は
子
部
雑
家
類
に
分
類
さ
れ
る
。
『
情
書
』
経
籍
志
で
は
、
怪
異
や
瑞
鮮
を
記
し
た
書
は
主
と
し
て
史
部
雑
惇
類
に
牧
め

ら
れ
、
悌
数
系
統
の
そ
れ
や
、
こ
の
世
の
常
な
ら
ぬ
こ
と
を
記
す
部
分
を
含
み
つ
つ
も
規
模
の
庚
範
な
『
博
物
志
』
『
金
棲
子
』
な
ど
の
書
は
、
子
部
雑
家
類
に
牧
め
ら
れ
て



の
侠
文
と
目
さ
れ
る
僚
に
謝
し
て
、
歴
代
の
天
台
注
緯
者
た
ち
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
注
を
施
し
た
。
宋
の
従
義
の
『
三
大
部
補
注
』
に
は
、

の
創
始
者
の
惇
や
典
故
が
記
載
さ
れ
、
日
本
の
撰
者
不
明
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』
で
は
、
尚
喜
や
説
文
、
一
帝
王
世
紀
な
ど
の
諸
書
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
し
て
、
『
補
注
』
以
上

こ
の
『
博
物
志
』

人

人

い
る
。
院
孝
緒
『
七
銭
』
に
お
い
て
は
一
様
に
鬼
神
部
に
枚
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
の
書
物
を
研
究
す
る
場
合
に
、
併
教
文
献
は
時
に
新
し
い
情
報
を
提
供
し
て
く
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

『
博
物
志
』

の
侠
文

湛
然
『
法
華
玄
義
得
議
』
は
、
智
類
述
『
法
華
玄
義
』

の
注
緯
書
で
あ
る
。
そ
の

『
法
華
玄
義
担
仲
鑑
凱
』
巻
十
五

(
九
二
六
b
)
に
は
、
現
行
の

『
博
物
志
』
に
は
存
し
な

ぃ
、
供
文
と
目
さ
れ
る
僚
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
園
古
来
の
事
物
の
創
始
者
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
智
額
の
『
法
華
玄
義
』
本
文
は
三
章
に
後
述
す
る
が
、
そ
も

そ
も
そ
こ
に
は
綱
、
車
、
舟
、
文
字
の
四
つ
の
事
物
の
創
始
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
(
十
五
頁
て

以
下
に
一
不
す
の
は
、
湛
然
『
法
華
玄
義
韓
議
』

の
該
賞
筒
所
で
あ
る
。
な
お
隻
行
註
は
湛
然
自
身
の
注
で
、
誇
で
は

)
内
に
示
し
た
。

湛
然
『
法
華
玄
義
緯
銭
』
巻
十
五

大
正
蔵
巻
三
三
九
二
六
b

醤
中
云
、
妹
羅
引
称
、
倣
之
結
網
。
博
物
誌
云
、
伏
義
道
八
卦
、
紳
農
道
五
穀
、
貨
山
伏
吐
担
舟
盟
、
維
父
謹
白
杵
曲
師
、
量
尤
造
兵
齢
、
黄
一
帝
造
冠
寛
、
容
成
遁
暦
間
師
、

岐
伯
造
醤
語
、
正
首
造
数
四
師
、
皐
陶
溢
獄
時
師
、
稽
仲
道
車
、
伯
盆
遁
井
、
蒙
悟
這
筆
、
茶
倫
造
紙
。
請
が
訳
臨
時
現

比
喰
中
に
い
う
「
蜘
妹
が
紙
を
吐
く
の
を
員
似
て
網
を
結
ん
だ
」
と
い
う
の
は
、
『
博
物
諒
』
に
「
伏
義
は
八
卦
を
造
り
、
神
農
は
五
穀
を
造
り
、
貨
狭
は
舟
を
造

り
(
黄
丑
一
市
の
臣
)
、
維
父
は
臼
杵
を
造
り
(
黄
一
帝
一
の
臣
)
、
貴
尤
は
兵
を
造
り
(
火
一
帝
一
の
臣
)
、
黄
一
帝
一
は
冠
晃
を
造
り
、
容
成
は
暦
を
造
り
(
黄
一
一
帝
の
臣
)
、
岐
伯
は

醤
を
造
り
(
黄
一
帝
の
臣
)
、
正
首
は
数
を
造
り
(
黄
帝
の
臣
)
、
皐
陶
は
獄
を
造
り
(
舜
の
臣
)
、
稽
仲
は
車
を
造
り
、
伯
盆
は
井
を
造
り
、
蒙
情
は
筆
を
造
り
、
奈

倫
は
紙
を
浩
一
っ
た
」
と
あ
る

〔
(
※
謬
者
補
)
こ
の
博
物
志
の
例
の
ご
と
く
綱
を
作
っ
た
創
始
者
も
い
る
は
ず
だ
か
ら
〕

(
綱
を
作
っ
た
人
に
つ
い
て
の
記
述
は
見

え
な
い
が
、
先
例
に
準
じ
て
明
ら
か
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
古
の
人
の
吐
迫
り
上
げ
た
も
の
は
、
す
べ
て
道
理
に
の
っ
と
っ
て
打
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
。
)

の
懇
切
丁
寧
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
『
博
物
士
山
』
に
列
奉
さ
れ
た
黄
帝
の
臣
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
異
説
と
解
轄
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

九
九



撰
者
不
明
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』
巻
七
(
『
績
天
台
宗
全
書
』
穎
数
3

一
八
五
頁
)

伏
犠
綱
曹
、
見
蜘
妹
引
紙
而
作
。
桑
仲
車
格
、
困
飛
蓬
運
縛
而
起
。
貨
秋
舟
航
、
以
浮
楼
汎
流
模
之
。
蒼
韻
文
字
、
臨
鳥
迩
文
而
菊
之
。
即
位
明
常
時
琴
錦
出
♂
下
五
黄
一
帝
佐

官
七
人
、
容
成
暦
、
隷
首
数
、
強
仲
車
、
皆
其
七
人
之
一
列
也
。
鬼
曳
匡
占
候
、
大
様
甲
子
、
伶
倫
-
音
律
、
蒼
額
文
字
、
難
不
載
之
、
玄
文
所
士
山
。
寓
鳥
迩
其
必
在
蒼

額
乎
。
於
議
文
中
殆
非
無
文
有
義
之
旨
耶
。
後
事
莫
酬
明
。

伏
犠
の
網
は
、
蜘
妹
が
締
を
吐
く
の
を
見
た
こ
と
で
作
ら
れ
た
。
桑
仲
の
車
は
、
蓬
が
風
に
縛
が
っ
て
ゆ
く
の
を
見
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
貨
秋
の
舟
は
、
筏

が
た
だ
よ
い
流
れ
る
の
を
模
し
た
も
の
だ
。
蒼
額
の
文
字
は
、
鳥
の
足
跡
の
文
様
を
見
て
書
き
寓
し
た
の
で
あ
る
。
(
こ
の

〔
蒼
頑
の
〕

一
句
は
、
〔
湛
然
の
〕
『
法

華
玄
義
稗
銭
』

の
文
に
符
合
す
る
箇
所
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
「
例
に
の
っ
と
っ
て
審
ら
か
に
で
き
る
」
と
湛
然
が
言
っ
て
い
る
の
で
、
〔
智
顎
の
〕
『
法
華

玄
義
』

の
句
か
ら
こ
れ
を
解
出
し
た
。
)

黄
帝
の
補
佐
官
は
七
人
い
て
、
容
成
の
暦
、
隷
首
の
数
、
愁
仲
の
車
と
い
う
の
は
、
そ
の
七
人
の
内
に
列
せ
ら
れ
る
。
〔
残
り
の
四
人
で
あ
る
は
ず
の
〕
鬼
曳
匿

の
占
候
、
大
榛
の
甲
子
、
伶
倫
の
一
音
律
、
蒼
頚
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
記
載
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
〔
智
類
の
〕
『
法
華
玄
義
』

の
文
が
述
べ
ん
と
し
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
〔
『
法
華
玄
義
』
に
〕
「
鳥
の
足
迩
を
寓
し
た
」
と
い
う
の
は
、
蒼
額
の
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
『
緯
鍍
』

の
文
に
は

〔
蒼
顔
の
典

故
が
見
え
な
い
が
〕
、
お
そ
ら
く
、
文
は
無
い
が
意
味
す
る
も
の
は
有
る
、
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
撃
た
ち
は

〔
湛
然
の
注
し
忘
れ
で
あ
る
と
〕

瑚
つ
て
は
な
ら
な
い
。の

撰
者
は
、
黄
一
帯
一
の
佐
官
七
名
が
、
容
成
・
隷
首
・
愁
仲
・
鬼
曳
匿
・
大
榛
・
伶
倫
・
蒼
韻
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
『
法
華
玄
義
穣
銭
』
所
引

の
『
博
物
士
宮
に
見
え
る
黄
一
帝
の
臣
下
は
、
湛
然
の
理
解
に
よ
れ
ば
容
成
・
隷
首
(
正
首
)
・
貨
秋
・
維
父
・
岐
伯
の
五
人
な
の
だ
が
、
そ
の
異
同
に
は
全
く
注
目
し
て
い
な

い
。
自
ら
奉
げ
た
七
名
に
確
固
た
る
自
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
蒼
領
の
造
字
の
典
故
が
湛
然
の
注
に
記
さ
れ
な
い
こ
と
と
、
黄
一
帝
一
の
佐
官
を
示
す
に
は
、

こ
の
よ
う
に
『
外
勘
紗
』

蒼
領
の
ほ
か
に
も
う
一
名
足
り
な
い
こ
と
だ
け
に
、
目
を
向
け
て
い
る
。

智
額
『
法
華
玄
義
』
に
は
物
の
創
始
者
と
し
て
四
名
が
(
網
、
車
、
舟
、
文
字
の
創
始
者
)
、
湛
然
『
法
華
玄
義
輝
鍍
』
(
に
引
く
『
博
物
士
宮
)
に
は
五
名
が
描
か
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
賓
際
に
は
、
智
額
は
黄
一
帝
の
佐
官
七
人
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
の
が
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』
編
者
の
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
湛
然

が
引
用
し
た
『
博
物
志
』

の
文
中
に
、
佐
官
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
蒼
頚
が
登
場
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
無
文
有
義
」
、

つ
ま
り
昔
日
わ
ず
と
も
分
か
る
ほ
ど
に
周



り
、
輯
侠
書
で
あ
っ
て
、
原
書
の
姿
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
現
在
ま
で
、
併
教
典
籍
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
活
寧
氏
の
校
讃
本
に
も
、
併
典
か
ら
の
注
は
極
め
て
少
な
い
一
u

ほ
と
ん

知
の
事
寅
で
あ
る
か
ら
こ
そ
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
の
注
得
者
で
あ
る
『
法
華
玄
銭
備
検
』
を
著
し
た
宋
の
穆
有
巌
が
、

一
々
蒼
顔
の
典
放
を
引
っ
張
っ
て
き

て
、
湛
然
の
遺
漏
を
補
わ
ん
と
し
た
こ
と
こ
そ
蛇
足
だ
、
と
断
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
外
勘
紗
』

の
指
摘
白
鰻
は
、
本
来
の
『
博
物
士
山
』
に
、
蒼
領
の
文
字
創
造
の
故
事
が
存
在
し
た
可
能
性
を
直
接
に
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
黄
一
帝

の
佐
官
は
七
人
と
い
う
数
が
嘗
然
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
上
で
、
湛
然
の
引
用
し
た
『
博
物
志
』

の
文
で
は
そ
れ
を
一
万
す
の
に
数
が
不
足
し
て
い
て
、
し

か
も
佐
官
た
る
べ
き
人
物
が
揃
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
よ
く
分
か
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
お
そ
ら
く
智
額
『
法
華
玄
義
』
、
湛
然
『
法
華
玄
義
務
銭
』

の
二
書
は
と
も
に
、
列
卑
下
し
た
事
物
の
創
始
者
が
、
黄
帝
の
佐
官
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
佐
官
と
し

て
七
名
を
奉
げ
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
単
に
『
法
華
玄
義
』
が
物
事
の
創
始
者
を
例
示
し
、
そ
れ
に
湛
然
が
『
博
物

士
山
』
に
よ
っ
て
補
足
を
加
え
よ
う
と
し
た
に
温
、
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

一一
l
l
二・

『
博
物
士
山
』
鉄
損
部
の
符
合

上
述
の
よ
う
に
、
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』

の
本
文
か
ら
は
、
湛
然
の
『
法
華
玄
義
緯
銭
』
に
引
用
さ
れ
た
『
博
物
士
山
』
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
、
事
物
の
創
始
者
の
存
在

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
黄
一
帝
の
佐
官
で
あ
る
「
鬼
曳
医
、
大
榛
、
伶
倫
、
蒼
頑
」

の
囚
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
『
博
物
志
』
と
い
う
書
物
は
、
『
四
庫
提
要
』
に
「
現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
宋
人
が
見
た
テ
キ
ス
ト
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
原
警
が
散
侠
し
た
あ
と
、

好
事
家
が
諸
室
田
に
引
用
さ
れ
る
『
博
物
志
』
を
拾
っ
て
ま
と
め
、
し
か
も
ほ
か
の
小
説
か
ら
も
無
秩
序
に
採
録
し
て
、
そ
れ
に
付
け
足
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
る
遁

湛
然
の
『
法
華
玄
義
緯
畿
』
が
引
用
し
た
こ
の
僚
は
、
そ
も
そ
も
現
行
の
『
博
物
士
宮
に
は
見
ら
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
『
博
物
志
』

の
新
た
な
侠
文
で

あ
る
こ
と
、
し
か
も
唐
代
中
期
に
存
し
た
『
博
物
志
』

の
侠
文
で
あ
る
こ
と
が
註
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
宋
代
の
曾
憧
『
類
説
』
巻
二
十
三
に
み
え
る
『
博
物

亡と

""、』
の

「
黄
帯
諸
臣
」

の
僚
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
原
書
に
近
い
テ
キ
ス
ト
に
近
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
傍
線
部
は
、
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』

の
指
摘
し
た

七
人
に
一
致
す
る
人
物
を
示
し
て
い
る
。

。



。

『
類
設
』
巻
一
一
一
一
一

新
華
室
田
庖
一
九
九
五

用
明
天
啓
刊
本

祝
融
造
市
、
高
辛
臣
也
。
量
尤
造
兵
、
炎
-
帝
臣
也
。
樟
逢
弧
、
牟
圃
(
一
字
紋
字
だ
が
夷
を
補
う
の
が
妥
首
で
あ
る
)
遁
矢
、
倉
韻
造
書
、
容
成
造
暦
、
伶
倫
造
律
、
隷
首
造

数
、
皆
黄
帝
臣
也
。
儀
秋
造
酒
、
再
時
人
。
綿
駒
善
歌
、
斉
人
。

祝
融
は
市
を
造
っ
た
。
高
辛
(
帝
審
)

の
臣
で
あ
る
。
蛍
尤
は
兵
を
造
っ
た
。
炎
帯
(
紳
農
)

の
臣
で
あ
る
。
樟
は
弧
を
造
り
、
牟
夷
は
矢
を
造
り
、
倉
額
は
書

を
澄
句
、
容
成
は
暦
を
造
り
、
伶
倫
は
-
Z

日
律
を
造
り
、
隷
首
は
数
を
這
っ
た
、
皆
な
黄
一
帝
の
臣
下
で
あ
る
。
儀
秋
は
酒
を
遣
っ
た
。
高
(
夏
后
)

る
。
綿
駒
は
歌
に
た
く
み
で
あ
っ
た
。
替
の
人
で
あ
る

A

匂

の
時
の
人
で
あ

れ
を
前
節
で
み
た

法
華
玄
義
務
銭

法

主
義
外
勘
紗

奇|
く

博
物
志

の
文
と
重
ね
、
一
帝
一
王
ご
と
に
並
べ
か
え
て
、
『
類
説
』
に
引
く
『
樽
物
士
山
』
に
の
み

見
え
る
故
事
を
ゴ
シ
ッ
ク
で
示
し
、
『
類
設
』
の
文
と
重
複
す
る
故
事
を
傍
線
で
一
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

博
物
誌
云
、
伏
義
道
八
卦
。
紳
農
進
五
穀
、
量
尤
溢
兵
、
炎
帝
臣
也
。
祝
融
造
市
、
高
辛
臣
也
。
黄
帝
這
冠
完
、
貨
叫
飢
遁
舟
、
維
父
造
白
、
樺
造
弧
、
牟
夷
造
矢
、
倉

顔
造
書
、
容
成
澄
暦
、
伶
倫
造
律
、
岐
伯
造
醤
、
隷
(
正
)
首
進
数
、
皐
陶
造
獄
、
稽
仲
造
車
、
伯
盆
造
井
、
蒙
悟
法
筆
、
古
都
市
倫
造
紙
。
儀
秋
造
酒
、
高
時
人
。
綿
駒

善
歌
、
脅
人
。

ま
で

法
華
玄
義
穣
室長

法
華
玄
義
外
勘
紗

類

書

の
三
書
に
引
用
さ
れ
た
『
博
物
志
』

の
黄
-
一
帝
の
佐
官
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
以
上
を
ま
と
め
て
、

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
雨
者
の
重
複
が
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
、
原
本
『
博
物
志
』

で
は
、
中
園
士
口
ー
来
の
事
物
の
創
始
者
を
、
三
皇
五
帝
一
か
ら
説
き
起
こ
し
て
春

秋
戦
園
に
至
る
ま
で
、
網
羅
的
に
列
車
苧
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
お
そ
ら
く
原
本
に
あ
っ
た
事
物
の
創
始
者
に
関
す
る
故
事
は
、
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
長
文
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
智
額
『
法
華
玄
義
』
に
見
え
る
四
名
を
加
え
た
も
の
が
、
次
の
表
で
あ
る
。



右
表
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
黄
一
帝
の
佐
官
と
考
え
ら
れ
た
人
物
の
集
鰭
は
、

そ
れ
ほ
ど
統
一
憶
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
貼
で
あ
ろ
う
(
も
ち
ろ
ん

『
法
華
玄

【表】類説

。結綱 伏犠

。 。i車宣 ， 仲岱

。。j舟釜 :1 :3貨k 

。。 。遁字 蒼古買

。。。 道暦 j; 容成

。10 1
。 候占 ;t 鬼曳

t jE 

。 子甲 榛大

。。 音律 伶倫

遁;維。 臼;父

。 澄醤 l( 岐伯

。 造弧 ;l 揮

。 遺矢 牟夷

上一

義
』
の
段
階
で
は
凶
例
を
奉
げ
た
こ
と
に
黄
一
帝
の
佐
官
と
の
直
接
の
結
び
つ
き
は
な
い
℃
『
類
説
』

の

「
黄
一
帝
一
諸
臣
」
僚
で
は
、
黄
帝
の
佐
官
と
し
て
六
名
が
奉
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
『
法
華
玄
義
緯
銭
』
・
『
法
華
玄
義
外
勘
紗
』

の
二
書
と
完
全
に
一
致
す
る
の
は
、
暦
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
容
成
と
数
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
隷
首
の
二
名

の
み
だ
。
ど
う
や
ら
、
黄
}
帝
の
佐
官
が
具
韓
的
に
誰
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
は
、
諸
説
が
並
行
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
『
外
勘
紗
』

の
撰
者
が

『醐枠組拙』

の
詑
の
中
に

「
無
文
有
義
(
文
が
無
く
と
も
意
味
す
る
も
の
は
有
る
ご
と
述
べ
た
と
こ
ろ
の
蒼
領
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
こ
の
よ
う
に
『
博
物
士
官
原
書
に
そ

の
文
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
湛
然
の
三
書
に
は
、
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
に
六
僚
、
『
法
華
玄
義
緯
銭
』
に
一
線
(
本
線
で
あ
る
)
、
『
博
物
士
山
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
宋
代
の
『
三

大
部
補
註
』

で
は
、
著
者
で
あ
る
従
義
濁
自
の
引
用
は
な
く
、
有
巌
の
書
で
は
『
止
掘
削
輔
行
停
弘
決
助
覧
』
に
一
例
、
『
玄
鍍
備
検
』
に
も
一
例
が
見
つ
か
る
け
れ
ど
も
、
決

し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
日
本
の
外
典
紗
で
も
、
『
弘
決
外
典
紗
』

の
具
卒
親
王
の
自
注
に
二
例
の
引
用
が
あ
る
が
、
残
り
の
撰
者
不
詳
の
二
書
に
お
い
て
は
、
撰
者
の
白

注
と
し
て
は
見
つ
り
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

外
典
の
引
用
が
多
い
と
言
わ
れ
る
天
台
の
諸
書
の
中
で
、
『
博
物
士
山
』

の
出
現
数
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
本
章
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
六
朝
期
や
唐

代
初
期
の
雑
俸
書
や
雑
家
の
書
と
い
っ
た
、
現
在
は
輯
供
さ
れ
た
朕
態
で
し
か
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
文
献
の
研
究
に
お
い
て
は
、
併
教
文
献
が
も
っ
債
値
は
、

い
ま
だ
見

過
ご
せ
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

。



。
四

二
・
天
台
諸
書
に
見
え
る
悌
教
優
位
の
顕
示

天
台
の
諸
文
献
に
見
え
る
外
典
の
引
用
は
、

い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
博
物
志
』

の
引
用
僚
が
、
天
台
の
思
想
を
、

ひ
い
て
は

悌
数
の
他
宗
教
に
到
す
る
優
位
性
を
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
数
果
的
に
説
明
す
る
役
割
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
貼
を
明
ら
か
に
す
る
。

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
黄
一
帝
一
を
中
心
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
(
あ
る
い
は
主
従
関
係
)
は
、
蒼
額
や
隷
首
な
ど
の
諸
臣
を
配
下
と
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。
中
園
の

在
来
の
信
仰
形
態
で
は
、
黄
帝
は
そ
の
ト
ッ
プ
に
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
し
、
『
博
物
士
山
』
は
そ
の
よ
う
に
解
阻
押
し
て
い
た
と
み
て
開
遠
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
ど
の

よ
う
に
天
台
の
思
想
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
か
。
ま
ず
は
例
数
色
の
強
い
志
怪
書
に
見
え
る
一
つ
の
説
話
を
手
が
か
り
に
、
考
え
て
み
た
い
。

一
一
ー
で
士
山
怪
に
み
る
悌
数
優
位
性
の
浸
透

志
怪
に
は
、
併
教
色
の
強
い
物
語
が
多
数
存
在
す
る
。
『
宣
験
記
』
や
『
宣
(
群
記
』
、
『
宣
(
報
記
』
な
ど
の
警
は
、
僧
侶
、
併
像
、
寺
院
そ
の
も
の
を
釘
象
と
し
て
態
験
を
示

し
因
縁
を
説
く
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
怪
異
・
瑞
鮮
の
記
録
か
ら
は
、
嘗
時
に
お
け
る
悌
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
浸
透
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
例

教
が
中
園
固
有
の
観
念
に
侵
入
し
て
き
た
初
期
の
例
と
し
て
人
口
に
謄
炎
し
て
い
る
も
の
は
、
「
越
泰
の
地
獄
巡
り
」
誇
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
宋
の
劉
義
慶
『
幽
明
録
』
と
替
の
王
淡
『
冥
詳
記
』
に
と
も
に
見
え
る
話
で
あ
る
。

一
度
死
ん
だ
は
ず
の
飽
泰
が
、
蘇
生
後
に
、
見
て
き
た
地
獄
の
様
子
を
逐

語
る
と
い
う
纏
裁
を
と
る
。
時
は
『
幽
明
録
』

で
は
宋
明
一
帝
の
泰
始
五
年
(
四
六
九
)
に
作
り
、
編
者
劉
義
慶
(
四

O
三
1
四
四
四
)

の
死
後
に
設
定
さ
れ
て
い
て
、
辻
覆

が
合
わ
な
い
。

一
方
、
『
冥
詳
記
』

で
は
西
吾
武
一
帝
の
泰
始
五
年
(
二
六
九
)
と
し
、
『
幽
明
録
』
の
設
定
か
ら
貨
に
二
百
年
を
遡
る
時
代
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
が

正
し
い
か
、
現
時
鮎
で
判
断
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
必
要
性
も
無
か
ろ
う
。
た
だ
、
西
呂
田
初
期
に
こ
れ
だ
け
の
内
容
が
語
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く

く
(
志
怪
の
さ
き
が
け
と
も
い
え
る
干
賓
『
捜
紳
記
』
は
東
督
時
期
の
も
の
で
あ
る
て
ま
た
、
後
設
の
『
宜
ハ
詳
記
』
が
、
説
話
の
時
代
設
定
を
同
じ

「
泰
始
」

の
元
競
ゆ
え

に
故
意
に
遡
ら
せ
て
、
例
数
流
入
時
期
を
よ
り
古
い
時
代
に
置
こ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
今
ひ
と
ま
ず
、
『
幽
明
録
』
の
時
代
設
定
に
則
る
こ
と
と
し
、
劉
宋

の
頃
ま
で
に
、
こ
の
話
形
と
し
て
説
話
が
完
成
し
た
も
の
と
俄
定
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
の
「
越
泰
の
地
獄
巡
り
」
需
は
、
ま
た
、

そ
れ
ま
で
死
後
の
世
界
の
主
宰
者
で
あ
っ
た
泰
山
府
君
が
、
悌
教
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
組
み
込
ま
れ
る
過
程
を
示
し
、

そ
の



大
き
な
御
殿
が
見
え
、
珍
賓
は
陽
の
光
に
耀
い
て
い
た
。
御
殿
の
前
に
は
二
匹
の
獅
子
が
並
ん
で
伏
臥
し
、
金
玉
で
出
来
た
座
椅
子
を
背
負
っ
て
い
て
、
そ
れ
は

j師

紳
と
し
て
の
位
階
降
格
語
と
い
う
側
面
で
も
、
象
徴
的
な
も
の
と
い
え
る
。
以
下
に
そ
の
く
だ
り
を
示
そ
う
。

『
太
卒
虞
記
』
巻
一

O
九
報
慮
(
出
幽
冥
録
)

(
泰
は
あ
の
世
で
水
官
都
督
と
な
り
、
地
獄
を
よ
く
知
る
べ
く
、
地
獄
を
馬
で
巡
る
こ
と
と
な
っ
た
。
泰
は
吏
と
と
も
に
)
と
あ
る
門
に
行
き
着
い
た
。
そ
れ
は
開
光
大

合
と
い
い
、

三
重
の
黒
門
が
あ
り
、
そ
れ
は
み
な
白
い
壁
、
赤
い
柱
で
作
ら
れ
て
い
た
。
(
併
法
を
奉
じ
て
い
た
家
の
死
者
)

三
人
(
と
と
も
に
)
そ
の
門
に
入
る
と
、

子
の
座
」
と
名
づ
け
る
と
の
こ
と
。
そ
こ
に
は
、
身
の
丈
は
一
丈
あ
ま
り
、
み
め
か
た
ち
は
黄
金
色
、
項
の
あ
た
り
は
光
背
を
負
っ
た
大
人
が
安
座
し
て
い
る
の
が
見

え
た
。
数
多
の
僧
達
が
列
侍
し
、

四
隅
に
は
員
人
菩
薩
が
座
っ
て
い
た
。
す
る
と
泰
山
府
君
が
や
っ
て
来
て
、
躍
を
す
る
の
が
見
え
た
。
泰
が
吏
に
、
あ
の
大
人
は
誰

か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
吏
が
答
え
て
、
「
備
さ
ま
で
す
。
す
べ
て
の
世
界
の
衆
生
を
救
う
お
方
で
す
」
と
言
っ
た
。

右
は
『
幽
明
録
』

の
文
で
あ
る
。
『
宣
〈
詳
記
』

で
は
、
後
宇
部
分
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

『
太
卒
庚
詑
』
巻
三
七
七
再
生

(
出
冥
詳
記
)

泰
山
府
君
が
や
っ
て
き
て
、
恭
し
く
躍
を
し
た
。
越
泰
は
(
一
紳
人
を
見
て
)
「
あ
の
方
は
ど
ん
な
方
な
の
で
す
か
。
泰
山
府
君
が
う
や
う
や
し
く
躍
を
し
て
お
り
ま
す

が
」
と
た
ず
ね
る
と
、
吏
は
答
え
る
に
「
世
尊
と
呼
ば
れ
る
お
方
で
す
。
人
々
を
救
う
師
で
あ
る
お
方
で
す
」
と
d
v

こ
こ
に
見
え
る
恭
敬
な
泰
山
府
君
は
、
す
で
に
「
併
」
・
「
世
尊
」
を
頂
貼
と
す
る
段
階
的
な
併
教
の
位
階
構
造
の
内
に
取
り
込
ま
れ
、
冥
界
の
支
配
者
と
し
て
の
姿
を

失
っ
て
い
る
。
士
山
怪
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
劉
宋
の
頃
に
は
、
品
開
教
思
想
が
在
来
の
信
仰
へ
浸
入
し
て
い
く
、
過
程
を
、

は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
も
ち
ろ
ん
、
志
怪
に
は
、
そ
の
初
期
作
品
『
捜
紳
記
』
か
ら
、
す
で
に
「
道
人
」
と
呼
ば
れ
る
例
数
倍
と
思
し
き
人
物
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
登
場
し
て
い
る
A

州
】
た
だ
、
そ

れ
は
、
話
の
主
題
に
は
関
わ
っ
て
こ
な
い
上
、
怪
異
・
霊
験
を
も
た
ら
す
た
め
の
布
石
と
し
て
役
割
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
『
捜
紳
記
』
に
「
道
人
」

が
登
場
す
る
僚
は
、
悉
く
『
幽
明
録
』
と
の
重
複
が
確
認
で
き
る
た
め
、
必
ず
し
も
原
本
『
捜
神
記
』
に
存
在
し
た
僚
で
あ
る
こ
と
が
設
し
き
れ
な
い
も
の
ば
か
り
な
の

。
五
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六

だ
。
や
は
り
、
「
僧
」
「
沙
門
」
「
道
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
活
き
活
き
と
語
ら
れ
始
め
る
の
は
、
『
幽
明
録
』
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
幽
明
銭
』
の
こ
の
越
泰
の
僚
は
、
崇
り
一
柳
に
な
っ
た
廟
紳
を
沙
門
が
論
経
度
脱
す
る
話
(
歴
代
筆
記
小
説
本

『
幽
明
録
』
巻
五
所
牧
)
や
、
死
ん
だ
は
ず
の
孫
稚
が
生
前

の
如
く
家
に
や
っ
て
き
て
、
外
祖
父
が
泰
山
府
君
に
な
っ
た
と
告
げ
る
話
(
『
法
苑
珠
林
』
巻
九
一
引
『
冥
詳
記
』
)
な
ど
と
共
に
、
併
教
の
在
来
信
仰
に
釣
す
る
優
位
性
を

示
そ
う
と
す
る
、
初
期
段
階
の
説
話
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三
ー
二
・
智
顕
の
在
来
信
仰
の
取
込
み
と
利
用

上
節
に
示
し
た
よ
う
な
、
在
来
の
信
仰
や
聖
人
を
悌
教
世
界
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
れ
ら
が
併
の
教
え
に
矛
盾
せ
ず
に
存
在
す
る
と
認
め
る
手
法
は
、
出
早
に
在
来
の
事
物

を
批
判
し
排
斥
し
て
、
悌
教
信
仰
が
よ
り
正
統
性
を
有
す
る
の
だ
と
聾
高
に
主
張
す
る
方
法
と
比
べ
る
と
、
併
教
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
一
位
階
に
安
置
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
信
仰
や
人
物
が
治
々
と
し
た
悠
久
の
流
れ
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
明
示
で
き
る
貼
に
お
い
て
、
穏
や
か
で
あ
り
な
が
ら
も
有
数
な
布
教
の
手
段
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
『
惰
書
』
経
籍
志
の
史
部
雑
惇
類
や
子
部
雑
家
類
に
牧
め
ら
れ
た
傍
数
系
志
怪
童
日
に
限
っ
て
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
内
典
、
す
な
わ
ち
悌
数
文

献
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
。
二
章
に
て
す
で
に
言
及
し
た
『
博
物
志
』
の
引
用
は
、
賓
は
こ
の
意
圃
を
も
っ
て
湛
然
が
注
に
採
用
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
『
博
物
士
山
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
事
物
の
創
始
者
の
故
事
に
つ
い
て
、
上
漣
し
て
き
た
諸
書
以
外
に
、
湛
然
が
意
識
を
向
け
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
天
台
三
大
部
の
一
つ
で
あ

る
、
智
頻
遮
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
に
見
え
る
、
菩
薩
が
す
べ
て
の
事
物
の
創
出
者
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
巻
十

蒋
観
世
音
菩
薩
普
門
口
問

大
正
競
巻
三
四

一
四
五
C

一
切
世
間
及
出
世
関
所
有
事
業
、
皆
菩
薩
所
矯
。
磐
井
造
舟
、
神
農
者
薬
、
雲
蔭
日
照
、
利
盆
衆
生
。

俗
世
及
、
び
そ
れ
を
超
越
し
た
境
地
(
す
べ
て
の
世
)
に
あ
る
す
べ
て
の
事
業
は
、
み
な
菩
薩
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
そ
の
例
で
あ
る
)
弁
を
穿
ち
舟
を
作

る
こ
と
、
神
農
が
薬
草
を
見
つ
け
る
こ
と
な
ど
は
、
ま
る
で
雲
が
蔭
り
日
が
照
る
か
の
ご
と
く
に
あ
ま
ね
く
、
衆
生
に
悪
み
を
輿
え
た
の
で
あ
っ
た
。

『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
に
注
稗
を
施
し
た
湛
然
は
、
智
頻
が
こ
の
部
分
の
先
行
経
典
と
し
て
お
そ
ら
く
『
華
厳
経
』
(
悌
駄
政
陀
羅
議
)

の
偶
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
、



ち
な
み
に
賓
叉
難
陀
誇
『
華
厳
経
』
(
八
十
巻
本
)
巻
一
四
(
七
五
三

で
は
、
上
の
第
二
句
が
「
衆
生
未
有
資
身
具
」
に
作
ら
れ
て
い
る
。
『
華
十
巌
経
』
に
見
え
る
、

工

A
仙
却
〕

と
推
定
し
た
。
『
華
巌
経
』

で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

『
大
方
廃
品
開
華
巌
経
』
(
六
十
巻
本
)
巻
六

賢
首
菩
薩
口
問

大
正
競
巻
九
岡
三
五

c

若
見
世
界
始
成
立
、
衆
生
未
知
資
生
法
。
是
時
菩
薩
矯
工
匠
、
局
之
一
不
現
種
種
業
。

世
界
の
始
め
て
成
立
し
た
時
に
は
、
衆
生
は
ま
だ
働
く
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
持
に
菩
薩
は
工
匠
と
な
っ
て
、
彼
ら
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
示
し

こ
円
ノ
£
-
0
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匠
と
な
っ
た
菩
薩
の
姿
は
、
井
戸
を
撃
ち
舟
を
造
り
、
紳
農
が
薬
草
を
味
見
す
る
と
い
っ
た
事
業
と
し
て
、
有
機
的
に
繋
が
り
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
園
古
代

の
創
始
者
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
は
じ
め
て
井
戸
を
撃
っ
た
の
は
黄
帝
(
『
周
童
百
』
に
記
載
あ
り
)
あ
る
い
は
伯
盆
(
『
世
本
』
に
記
載
あ
り
て
舟
を
創
造
し
た
の
は
貨
狭

(
草
に
「
秋
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)

で
あ
っ
て
、
炎
一
帝
紳
農
氏
は
毒
草
の
服
し
す
ぎ
が
原
因
で
死
ん
だ
と
さ
れ
る
本
草
撃
の
組
で
あ
る
こ
と
は
賛
言
を
要
す
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
菩
薩
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
姿
に
愛
化
し
て
、
衆
生
に
悪
み
を
輿
え
る
べ
く
行
動
す
る
、
と
解
担
押
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
意
園
を

も
っ
て
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
た
の
は
、
以
下
の
『
法
華
玄
義
』
巻
七
下
の
文
で
あ
る
。

智
類
『
妙
法
蓮
華
z

経
玄
義
』
巻
七
下

大
正
競
巻
三
三
七
七
一

c

次
緯
蓮
華
者
馬
四
意
、

一
定
法
醤
、

三
引
奮
棒
、
三
出
経
論
、
四
正
解
態
。
定
法
醤
者
、
権
賞
難
顔
、
借
喰
蓮
華
、
醤
於
妙
法
。
:
(
中
略
)
・
・

劫
初
蔦
物
無
名
。
聖
人
観
理
準
則
作
名
。
如
妹
羅
引
称
、
倣
之
結
納
。
蓬
飛
濁
運
、
依
而
造
車
。
浮
瑳
汎
流
而
立
舟
、
鳥
跡
成
文
而
潟
字
。
皆
法
理
而
制
事
耳
。

次
に
、
蓮
華
を
解
担
押
す
る
に
四
つ
の
方
法
が
あ
る
。

一
つ
め
は
法
嘗
を
定
め
る
、

二
つ
め
は
奮
来
の
解
稗
を
引
用
す
る
、
三
つ
め
は
他
の
経
論
か
ら
典
擦
を
も
っ

て
く
る
、
四
つ
め
は
解
緯
を
た
だ
す

で
あ
る
。

一
つ
め
の
法
警
を
定
め
る
と
は
、
「
楼
-
と
「
寅
」
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
場
合
に
、
も
の
に
借
り
て
蓮
華
を
除

え
、
妙
法
を
醤
え
る
こ
と
だ
。
:
・
(
中
略
)

こ
の
世
の
一
初
め
、
高
物
に
は
名
前
が
無
か
っ
た
。
聖
人
は
法
則
に
し
た
が
っ
て
名
を
付
け
た
。
例
え
ば
、
ク
モ
が
総
を
吐
く
の
に
倣
っ
て
網
を
作
り
、
蓬
飛
が
ひ

と
り
縛
今
と
す
る
こ
と
か
ら
車
を
作
り
、
い
か
だ
が
漂
い
流
れ
る
こ
と
か
ら
舟
を
作
り
、
鳥
の
足
跡
が
彩
を
な
し
て
い
た
こ
と
か
ら
字
を
作
っ
た
よ
う
に
、
す
べ

0 
七



。
八

て
道
理
に
の
っ
と
っ
て
物
事
を
定
め
た
の
だ
。

こ
こ
で
智
類
が
四
例
を
皐
げ
る
「
聖
人
」

の
な
し
た
わ
ざ
と
い
う
の
は
、

い
わ
ゆ
る
中
園
古
来
の
惇
設
上
の
人
物
が
成
し
遂
げ
た
事
績
で
あ
る
こ
と
、
湛
然
の
注
緯
を
見

ご
ん

つ
ま
り
権
(
俄
)
の
教
え
と
賓
の
教
え
と
が
明
瞭
で
無

て
き
た
我
々
に
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
列
翠
は
、
「
法
華
」
を
解
緯
す
る
た
め
の
「
法
醤
」
と
し
て
、

い
場
合
に
、
事
が
ら
の
意
味
を
比
較
し
よ
り
分
か
り
易
く
表
わ
す
た
め
の
例
え
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
方
便
と
し
て
比
喰
を
用
い
る
、
と
い
う
こ

と
だ
。
「
法
華
」
と
い
う
微
妙
な
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
お
よ
そ
聞
き
手
に
共
通
に
認
識
さ
れ
う
る
中
園
古
来
の

「
聖
人
」
像
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
ら

の
聖
人
が
「
理
に
法
り
事
を
制
す
」
さ
ま
が
、
併
の
数
え
に
合
致
し
て
蓬
わ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
分
か
り
易
く
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
権
と
寅
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
智
類
は
次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
。

『
妙
法
蓮
華
経
玄
義
』
巻
七
上

大
正
競
三
三
七
六
三

a

但
菩
薩
己
得
寅
慧
、
亦
得
権
一
意
。
不
以
寅
濫
権
、
亦
不
謂
権
是
賞
。
但
矯
弘
寅
、
而
衆
生
不
信
、
須
矯
賓
施
権
、
以
浅
助
深
、
無
虚
妄
也
。
此
則
隻
用
権
賓
而
弘
緩

也

た
だ
し
菩
薩
は
員
賓
の
悟
り
を
得
て
い
る
の
で
、
俄
の
方
便
を
使
い
得
る
の
だ
。
異
質
に
よ
っ
て
方
便
を
み
だ
り
に
使
用
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
方
便
が
員
賞

で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
な
い
。
た
だ
員
寅
を
弘
め
ん
と
す
る
が
、
衆
生
が
そ
れ
を
信
じ
な
い
の
で
、
員
賓
の
た
め
に
方
便
(
俄
の
教
え
)
を
賞
施
し
て
、
浅
薄

な
理
解
か
ら
深
い
理
解
へ
と
導
く
助
け
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
虚
妄
な
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
般
の
教
え
と
員
賓
の
数
え
と
を
二
つ
な
が
ら
用
い
る
こ

と
で
、
併
の
教
え
を
弘
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「権」

H
俄
の
教
え
と
し
て
の
そ
の
述
べ
方
が
、
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
見
え
る
、
衆
生
を
あ
ま
ね
く
救
う
た
め
に
相
手
に
よ
っ
て
三

十
三
の
姿
に
身
を
愛
え
た
と
い
う
観
世
音
菩
薩
(
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
)

の
存
在
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
観
世
音
菩
薩
の
餐
化
の
一
例
と
し
て
上
記
の

創
始
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
、
と
讃
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
に
い
う
「
菩
薩
」

の
矯
し
た
わ
ざ
に
し
ろ
、
句
妙
法
蓮
華
経
玄
義
』
に
い
う
「
聖
人
」

の
品
局
し
た
わ
ざ
に
し
ろ
、
在
来
の
思

想
が
、
矛
盾
な
く
併
の
教
え
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
園
歴
代
の
も
の
の
創
始
者
た
ち
は
、



。
九

そ
の
聖
性
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
っ
と
悌
の
下
の
位
階
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
一
|
三
.
湛
然
の
注
緯
に
よ
る
具
健
的
裏
付
け

智
額
の
教
え
に
沿
う
形
で
、
湛
然
は
さ
ら
な
る
注
稽
を
加
え
た
。
す
で
に
二
章
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
博
物
志
』
か
ら
引
用
し
て
、
智
額
の
商
事
げ
た
事
物
の
創
始
者
を

一
つ
ず
つ
特
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
智
垣
間
が
『
華
巌
経
』
を
念
頭
に
置
い
て
、
一
そ
こ
に
登
場
す
る
菩
薩
と
「
聖
人
」
を
相
闘
さ
せ
た
よ
う
に
、
観
世
音
菩

薩
が
賓
際
の
三
十
三
身
と
し
て
は
見
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の

「
工
匠
」
(
『
華
巌
経
』
)

の
姿
が
、
確
か
に
『
博
物
志
』
に
現
出
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
鮮
や
か
に
謹
明
し

て
み
せ
た
の
だ
。

右
記
の
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
巻
十
の
文
の
注
穣
と
し
て
は
、
同
様
の
趣
旨
が
記
さ
れ
た
『
法
華
玄
義
』
の
注
『
法
華
玄
義
穆
銭
』
の
ほ
う
に
注
を
施
し
た
、
と
湛
然
は

『
法
華
文
句
記
』
に
て
遮
一
べ
て
い
る
。
そ
の
該
嘗
部
分
で
あ
る
『
法
華
玄
義
緯
銭
』
巻
十
五
で
は
、
次
の
よ
う
な
解
障
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
章
(
九
九
頁
)
と
重
複
す
る

が
、
も
う
一
度
本
文
合
示
そ
う
。

『
法
華
玄
義
樟
銭
』
巻
十
五

大
正
毅
巻
三
三
九
二
六
b

警
中
云
、
妹
羅
引
絡
、
倣
之
結
網
。
博
物
誌
云
、
伏
義
道
八
卦
、
紳
農
造
五
穀
、
貨
秋
遁
舟
時
師
、
維
父
造
白
田
輔
、
量
尤
造
兵
器
、
黄
帯
造
冠
胃
覚
、
容
成
逢
暦
時
師
、
岐
伯

造
醤
間
師
、
正
重
量
語
、
皐
陶
遁
獄
時
、
稽
仲
也
担
車
、
伯
盆
造
井
、
蒙
盟
理
筆
、
察
倫
遁
紙
。
慧
梢
伊
輪
開
叫
九
日

智
類
が
示
し
た
四
つ
の
例
を
敷
街
す
る
形
で
、
湛
然
は
、
事
物
の
創
始
者
を
端
的
に
羅
列
し
た
『
博
物
志
』

の
僚
を
引
用
し
、
「
士
口
人
所
造
、
皆
法
理
而
立
(
古
の
人
の
造

り
上
げ
た
も
の
は
、
す
べ
て
遁
理
に
の
っ
と
っ
て
打
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
ご
と
自
ら
の
確
信
を
記
し
た
。
湛
然
の
こ
の
注
俸
に
は
、
中
園
固
有
の
聖
人
と
菩
薩
と
の
関
係
を

彼
自
身
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
「
古
人
」
と
い
う
語
を
智
頻
の
い
う
「
聖
人
」
に
準
ず
る
形
で
用

い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
『
華
巌
経
』
を
引
用
し
て
、
「
工
匠
」
と
な
っ
た
菩
薩
の
矯
し
た
わ
ざ
の
一
つ
一
つ
の
殺
現
形
と
し
て
こ
れ
ら
中
関
古
来
の
事
物
の

創
始
者
を
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
こ
こ
で

「
菩
薩
」

「
古
人
」

「
聖
人
」

「
工
匠
」

の
四
者
が
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
讃
む
の

は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。



。

の
こ
の
僚
は
、
本
来
、
中
岡
固
有
の
諸
紳
や
事
物
の
創
始
者
を
列
奉
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
結
果
的
に
で
は
あ
る
が
、
湛
然
は
こ
の
僚
を
用
い
る
こ
と

あ
ら
ゆ
る

で
、
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
巻
十
に
い
う
「
一
切
の
世
聞
及
、
ひ
出
世
開
の
所
有
事
業
」
、
『
華
巌
経
』
巻
六
に
い
う
「
種
々
の
業
」
の
設
現
形
と
し
て
、
菩
薩
が
創
出
し
た
も
の

『
博
物
士
山
』

の
一
端
を
、
よ
り
具
健
的
に
裏
づ
け
し
敷
街
し
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
博
物
志
』

の
引
用
方
法
は
、
中
圏
在
来
の
事
物
を
相
反
し
な
い
か
た
ち
で
併
教
世
界
に
取

り
込
み
な
が
ら
、
し
か
も
悌
教
の
優
位
性
を
彰
か
に
す
る
、
非
常
に
有
数
な
外
典
利
用
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

例
教
が
中
華
の
地
に
流
入
し
て
よ
り
隆
盛
と
な
っ
た
六
朝
時
代
以
降
、
例
教
が
嘗
時
の
文
化
や
思
想
に
い
か
に
受
容
さ
れ
影
響
を
輿
え
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
長
年
に

有
の
思
想
や
文
化
に
つ
い
て
は
、
「
外
典
」

渡
っ
て
研
究
さ
れ
豊
富
な
蓄
積
を
有
し
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
我
々
に
惇
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
反
封
に
、
悌
教
文
献
の
中
に
讃
み
込
ま
れ
取
り
込
ま
れ
た
中
園
固

("じ

つ
ま
り
外
の
典
籍
と
認
識
さ
れ
て
き
た
た
め
な
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
議
論
の
姐
上
に
載
せ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
園

文
曲
学
や
思
想
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
く
は
な
い
。
侠
文
蒐
集
目
的
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
中
園
国
有
の
思
想
や
文
化
が
ど
の
よ
う
に

品
開
典
に
受
容
さ
れ
影
響
を
輿
え
た
の
か
、
そ
の
全
鰭
像
は
ま
だ
明
ら
か
に
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
そ
の
鮎
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
小
さ
な
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
中
園
に
お
い
て
、
悌
教
は
悌
数
だ
け
の
思
想
で
存
在
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
儒
教
や
道
教
は
そ

の
教
え
の
み
を
固
守
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
言
を
倹
つ
ま
で
も
な
い
。
蛍
然
、
よ
り
俗
な
信
仰
や
文
化
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
影
響
の
下
に
多
く
の
餐
蓬
を
辿
っ
て
き

た
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
例
教
に
も
た
h

り
し
た
影
響
を
、
さ
ら
に
一
一
層
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

注

(I)
湛
然
の
俸
は
、
『
宋
高
僧
停
』
巻
六
義
解
篇
。
『
嘗
唐
書
』
『
新
唐
書
』
に
は
そ
の
名
は
見
え
な
い
。

(2)
『
止
観
輔
行
惇
弘
決
』
十
巻
は
、
大
正
新
修
大
蔵
経
巻
四
六
に
所
牧
。

(3)
『
弘
決
外
典
紗
』
自
序

去
年
有
一
僧
、
相
語
目
、
「
我
{
一
用
法
文
、
多
引
外
典
、
就
中
弘
決
輔
行
記
太
矯
繁
砕
。
後
来
末
筆
、
不
必
粂
習
、
況
縛
潟
之
関
、
貼
童
多
設
。
披
讃
之
慮
、
文
義
易
迷
。
羨
勘
本
書
、
以
決

疑
滞
。
」
余
、
自
知
不
才
、
再
三
辞
謝
、
然
而
苦
請
不
休
、
難
得
黙
止
。
今
直
紗
外
典
之
文
、
引
本
書
而
注
之
、
其
未
決
者
紋
而
不
論
。
撰
局
四
軸
、
競
弘
決
外
典
妙
。



(
以
下
は
後
略
部
分
)
筆
削
甫
就
、
欲
聞
戚
否
、
先
潟
一
本
、
敬
贈
多
武
容
賀
公
。
成
世
世
興
公
結
因
縁
、
猶
今
章
安
輿
妙
出
席
薦
。
子
時
正
暦
二
年
二
月
廿
九
日
也
。

(4)
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』
巻
四
之
四
(
大
正
毅
巻
四
六
二
七
四
b
)

「
旗
堕
」
等
者
。
縁
、
余
乳
切
。
郭
註
『
爾
雅
』
云
、
「
勢
苦
多
堕
臼
獄
。
亦
傾
也
」
一
u

如
人
椴
故
不
能
自
助
如
瓜
瓢
在
穴
、
故
字
従
穴
下
雨
瓜
。
叉
云
、
「
機
恒
在
日
獄
。
」
『
博
物
誌
』
云
、

「
皇
甫
諮
問
青
牛
士
設
養
生
法
云
、
人
欲
常
勢
、
食
欲
常
少
。
州
宵
無
渇
極
、
少
不
至
虚
。
去
肥
風
、
節
蹴
酸
。
」
俗
養
生
法
命
令
自
努
、
出
E

志
道
者
過
食
僻
怠
、
非
唯
失
利
而
己
、
亦
乃
培

病
損
生
。

(5)
『
摩
詞
止
観
』
巻
四
第
四
調
五
事
に
引
く
『
尼
提
経
』
(
大
正
競
巻
四
六
四
七
b
)

轍
食
太
温
、
韓
難
週
動
、
出
蹴
惰
僻
怠
、
所
食
難
消
、
失
ご
世
利
、
睡
眠
自
受
苦
、
迷
悶
難
醒
籍
。

大
口
で
ガ
ツ
ガ
ツ
と
食
べ
過
ぎ
る
と
、
韓
は
動
き
岡
h

り
に
く
く
な
り
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
怠
惰
に
な
り
、
食
べ
た
も
の
は
消
化
し
づ
ら
く
な
る
ば
か
り
か
、
現
世
来
世
の
利
盆
を
失
い
、
眠
っ

た
状
態
の
ま
ま
で
苦
し
み
、
迷
い
悩
ん
で
ス
ツ
キ
リ
す
る
こ
と
が
な
い
。

※
『
尼
健
経
』
本
文
は
『
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
』
巻
五
問
罪
過
品
第
七
(
大
正
競
巻
九
=
一
四
て
U
)

に
見
え
る
。

(6)
『
弘
決
外
典
紗
』
西
東
書
房
一
九
二
八
・
一

(7)
尾
崎
康
「
弘
決
外
典
紗
引
書
考
並
索
引
」
『
斯
道
文
庫
論
集
3
』
一
九
六
四
の
索
引
に
擦
る
。

(8)
『
宋
高
僧
停
』
巻
六
義
解
篇

醐
押
湛
然
、
俗
姓
成
氏
。
世
居
E

日
陵
之
剤
渓
、
則
常
州
人
也
。
:
家
本
儒
墨
、
彼
濁
有
道
俗
之
士
山
、
童
山
町
遡
驚
異
於
常
倫
。

(
9
)
『
宋
高
僧
停
』
巻
六
義
解
篇

卸
文
字
以
遠
観
、
導
語
黙
以
遠
源
。
乃
組
漣
所
傍
章
句
、
凡
十
数
寓
言
。

(
叩
)
『
康
弘
明
集
』
巻
=
一
院
孝
絡
七
銭
序
に
績
く
「
七
録
固
録
」
記
惇
録
に
「
鬼
神
部
一
一
十
九
種
、
=
一
十
四
秩
、
二
百
五
巻
。
」
と
記
さ
れ
る
。

(
日
)
宋
従
義
『
法
華
三
大
部
補
注
』
巻
一
一
一
(
日
績
蔵
巻
二
八
一
七
四

a
以
下
)

(
ロ
)
『
玄
義
外
勘
紗
』
の
撰
者
が
、
黄
帝
の
佐
官
七
名
を
こ
れ
ら
の
人
物
に
比
定
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
唐
の
法
琳
『
弁
正
論
』
巻
一
に
引
く
鄭
玄
『
六
義
論
』
が
念
頭
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
付
記
し
て
お
く
。

法
琳
『
弁
正
論
』
巻
一
(
大
正
藤
容
五
二
四
九
O
C
)

六
義
論
云
、
黄
帯
佐
官
有
七
人
。
蒼
誤
造
書
字
、
大
境
造
甲
子
、
隷
首
遁
算
数
、
容
成
造
暦
、
岐
伯
吐
坦
醤
方
、
鬼
申
匿
造
上
口
候
、
霊
式
仲
造
車
作
律
管
、
興
埠
壇
謹
也
。

(
臼
)
『
四
庫
提
要
』
雀
一
四
二
、
子
部
小
説
家
類
・
博
物
志

・
刻
併
非
宋
入
所
見
之
本
。
或
原
書
散
侠
、
好
事
者
援
取
諸
書
所
引
博
物
志
、
而
雑
採
他
小
説
以
足
之
。

(U)
張
華
撰
誼
寧
校
謹
『
博
物
志
校
鐙
』
中
華
書
局
一
九
八
O

た
だ
し
、
そ
の
十
八
ペ
ー
ジ
で
は
、
湛
然
の
『
輔
行
記
』
(
止
観
輔
行
捜
要
記
)
巻
一
に
引
用
さ
れ
た
僚
を
注
に
用
い
て
い
る
。
だ
が
、
湛
然
の
ほ
か
の
書
に
引
用
さ
れ
た
『
博
物
志
』
に

は
全
く
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
・
、
も
と
字
を
欽
く
が
、
「
夷
」
字
を
補
う
の
が
受
賞
で
あ
る
。
沼
寧
校
鐙
本
に
記
載
あ
り
。
ま
た
『
山
海
経
』
海
内
経
巻
一
三
に
は
般
と
い
う
人
物
が
始
め
て
弓
矢
を
作
っ
た
と
あ
り
、

郭
瑛
注
に
「
世
本
云
、
『
牟
夷
作
矢
、
揮
作
弓
』
。
弓
矢
一
器
、
作
者
商
人
、
於
義
有
疑
、
此
一
言
般
之
作
是
。
」
と
あ
る
。

(
日
山
)
『
太
卒
康
記
』
巻
一

O
九
報
態

l
l
出
幽
冥
録



往
詣
一
門
。
云
開
光
大
舎
、
有
三
重
黒
門
、
皆
白
壁
赤
柱
。
此
三
人
邸
入
門
、
見
大
殿
、
珍
賓
耀
日
。
堂
前
有
二
獅
子
併
伏
、
負
一
金
玉
林
、
云
名
獅
子
之
座
。
見
一
大
人
、
身
可
長
丈

齢
、
姿
顔
金
色
、
項
有
日
光
、
坐
此
林
上
。
沙
門
立
侍
甚
衆
。
四
坐
名
長
人
菩
薩
。
見
泰
山
府
君
来
作
議
。
泰
問
吏
何
人
。
吏
目
、
此
名
併
、
天
上
天
下
度
人
之
師
。

(
口
)
『
太
平
康
詑
』
巻
三
七
七
再
生

l
i
出
冥
詳
記

見
府
君
来
、
恭
敬
作
語
。
泰
問
此
是
何
人
、
府
君
致
敬
。
吏
目
、
競
名
世
等
、
度
人
之
師
。

(
刊
日
)
『
捜
紳
記
』
巻
四
(
在
紹
櫨
校
法
本
)

(
川
の
紳
で
あ
る
河
伯
と
結
婚
し
た
娠
が
、
四
日
目
に
家
に
障
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
際
に
、
河
伯
が
)
復
云
、
「
十
年
嘗
相
迎
。
」
此
人
腸
家
、
遂
不
肯
別
婚
、
僻
親
、
出
家
作
道
人
。

(ω)
例
え
ば
、
唐
の
廠
併
論
者
で
あ
る
侍
爽
と
僧
と
の
道
併
優
劣
論
争
な
ど
に
お
け
る
併
数
側
の
主
張
。

(
初
)
湛
然
『
法
華
文
句
記
』
巻
十
五
稗
普
門
口
問
(
大
正
毅
三
四
=
一
五
六
b
)

磐
井
等
者
、
如
華
巌
云
、
若
有
世
界
初
成
時
、
衆
生
所
須
資
生
具
。
菩
薩
爾
時
矯
工
匠
、
終
不
造
作
殺
生
器
。

(
幻
)
同
注
十
九

初
略
如
緯
議
中
、
初
稗
爾
時
注
其
四
者
。

(
幻
)
も
ち
ろ
ん
皆
無
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
膏
代
の
併
数
に
利
用
さ
れ
た
外
典
を
考
察
し
た
も
の
に
は
、
春
日
纏
智
「
耳
目
代
併
教
の
外
典
資
料
に
つ
い
て
」
『
南
都
併
殺
』
一
一
一
四
一
九
七
五
が

あ
り
、
我
が
園
の
僧
の
漢
籍
受
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
論
考
が
あ
る
。
大
谷
哲
夫
「
道
元
禅
師
に
お
け
る
引
用
外
典
の
基
礎
的
研
究

1

「
正
法
眼
裁
渉
典
績
紹
」

を
中
心
に
し
て
」
『
宗
昌
子
研
究
』
一
一
一
一
一
九
七
一
以
後
3
ま
で
繕
績
。
納
富
常
天
「
東
園
併
教
に
お
け
る
外
典
の
研
究
と
受
容
l

l

l

」
『
金
津
文
庫
研
究
』
一
一
一
合
一
一
)
一
九
七
五

以
後
3
ま
で
繕
績
。


